
春日部市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （春日部市税条例の一部改正） 

第１条 春日部市税条例（平成１７年条例第７５号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の条の表示及びそれに対応する改正後の欄の条の表示に下線が

引かれた場合にあっては、当該改正前の欄の条を当該改正後の欄の条とする。 

 (2) 次の表中、改正前の欄の号に対応する改正後の欄の号が存在しない場合にあっては、

当該改正前の欄の号を削る。 

 (3) 次の表中、改正後の欄の条又は号に対応する改正前の欄の条又は号が存在しない場合

にあっては、当該改正後の欄の条又は号を加える。 

 (4) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。ただし、第１号に掲げる場合を除く。 

改正後 改正前 

（市民税の納税管理人に係る不申告に関する過

料） 

（市民税の納税管理人に係る不申告に関する過

料） 

第26条 前条第２項の認定を受けていない市民税

の納税義務者で同条第１項の承認を受けていな

いものが同項の規定によって申告すべき納税管

理人について正当な事由がなくて申告をしなか

った場合においては、その者に対し、10万円以

下の過料を科する。 

第26条 前条第２項の認定を受けていない市民税

の納税義務者で同条第１項の承認を受けていな

いものが同項の規定によって申告すべき納税管

理人について正当な事由がなくて申告しなかっ

た場合においては、その者に対し、３万円以下

の過料を科する。 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第36条の２ 第36条の２ 

第36条の３  第36条の３  

２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載

された事項（施行規則第２条の３第１項に規定

する事項を除く。）のうち法第317条の２第１項

各号又は第３項に規定する事項に相当するもの

及び次項の規定により附記された事項は、前条

第１項又は第３項から第５項までの規定による

申告書に記載されたものとみなす。 

２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載

された事項（施行規則第２条の３第１項各号に

掲げる事項を除く。）のうち法第317条の２第１

項各号又は第３項に規定する事項に相当するも

の及び次項の規定により附記された事項は、前

条第１項又は第３項から第５項までの規定によ

る申告書に記載されたものとみなす。 

（市民税に係る不申告に関する過料） （市民税に係る不申告に関する過料） 

第36条の４ 市民税の納税義務者が第36条の２第

１項、第２項若しくは第３項の規定によって提

出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しな

かった場合又は同条第７項若しくは第８項の規

定によって申告すべき事項について正当な理由

がなくて申告をしなかった場合においては、そ

の者に対し、10万円以下の過料を科する。 

第36条の４ 市民税の納税義務者のうち第36条の

２第１項、第２項若しくは第３項の規定によっ

て提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出

しなかった場合又は第36条の２第７項若しくは

第８項の規定によって申告すべき事項について

正当な理由がなくて申告をしなかった場合にお

いては、その者に対し、３万円以下の過料を科



する。 

（退職所得申告書の不提出に関する過料） （退職所得申告書の不提出に関する過料） 

第53条の10 分離課税に係る所得割の納税義務者

が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出し

なかった場合には、その者に対し、10万円以下

の過料を科する。 

第53条の10 分離課税に係る所得割の納税義務者

が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出し

なかった場合には、その者に対し、３万円以下

の過料を科する。 

（固定資産税の課税標準） （固定資産税の課税標準） 

第61条  第61条  

９ 住宅用地（法第349条の３の２第１項に規定す

る住宅用地をいう。以下この条及び第74条にお

いて同じ。）に対して課する固定資産税の課税

標準は、第１項から第６項まで及び法第349条の

３第12項の規定にかかわらず、当該住宅用地に

係る固定資産税の課税標準となるべき価格の３

分の１の額とする。 

９ 住宅用地（法第349条の３の２第１項に規定す

る住宅用地をいう。以下この条及び第74条にお

いて同じ。）に対して課する固定資産税の課税

標準は、第１項から第６項まで及び法第349条の

３第11項の規定にかかわらず、当該住宅用地に

係る固定資産税の課税標準となるべき価格の３

分の１の額とする。 

10 小規模住宅用地（法第349条の３の２第２項に

規定する小規模住宅用地をいう。以下この項に

おいて同じ。）に対して課する固定資産税の課

税標準は、第１項から第６項まで及び前項並び

に法第349条の３第12項の規定にかかわらず、当

該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準

となるべき価格の６分の１の額とする。 

10 小規模住宅用地（法第349条の３の２第２項に

規定する小規模住宅用地をいう。以下この項に

おいて同じ。）に対して課する固定資産税の課

税標準は、第１項から第６項まで及び前項並び

に法第349条の３第11項の規定にかかわらず、当

該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準

となるべき価格の６分の１の額とする。 

（固定資産税の納税管理人に係る不申告に関す

る過料） 

（固定資産税の納税管理人に係る不申告に関す

る過料） 

第65条 前条第２項の認定を受けていない固定資

産税の納税義務者で同条第１項の承認を受けて

いないものが同項の規定によって申告すべき納

税管理人について正当な事由がなくて申告をし

なかった場合においては、その者に対し、10万

円以下の過料を科する。 

第65条 前条第２項の認定を受けていない固定資

産税の納税義務者で同条第１項の承認を受けて

いないものが同項の規定によって申告すべき納

税管理人について正当な理由がなくて申告をし

なかった場合においては、その者に対し、３万

円以下の過料を科する。 

（固定資産に係る不申告に関する過料） （固定資産に係る不申告に関する過料） 

第75条 固定資産の所有者（法第386条に規定する

固定資産の所有者をいう。）が第74条又は法第

383条の規定によって申告すべき事項について

正当な事由がなくて申告をしなかった場合にお

いては、その者に対し、10万円以下の過料を科

する。 

第75条 固定資産の所有者（法第386条に規定する

固定資産の所有者をいう。）が第74条又は法第

383条の規定によって申告すべき事項について

正当な事由がなくて申告をしなかった場合にお

いては、その者に対し、３万円以下の過料を科

する。 

（軽自動車税に係る不申告等に関する過料） （軽自動車税に係る不申告等に関する過料） 

第88条 軽自動車等の所有者等又は第80条第２項

に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によ

って申告し、又は報告すべき事項について正当

な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合

においては、その者に対し、10万円以下の過料

を科する。 

 

第88条 軽自動車等の所有者等又は第80条第２項

に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によ

って申告し、又は報告すべき事項について正当

な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合

においては、その者に対し、３万円以下の過料

を科する。 



（軽自動車税の減免） （軽自動車税の減免） 

第89条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

軽自動車等に対しては、軽自動車税を減免する

ことができる。 

第89条 市長は、公益のため直接専用するものと

認める軽自動車等に対しては、軽自動車税を減

免することができる。 

(１) 公益のため直接専用するものと認める軽

自動車等 

 

(２) その他特別な事由があると認める軽自動

車等 

 

 （たばこ税に係る不申告に関する過料）  

第100条の２ たばこ税の申告納税者が正当な事

由がなくて第98条第１項又は第２項の規定によ

る申告書を当該各項に規定する申告書の提出期

限までに提出しなかった場合においては、その

者に対し、10万円以下の過料を科する。 

 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定め

る。 

 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する

納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の

日から10日以内とする。 

 

（特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に

関する過料） 

（特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に

関する過料） 

第133条 前条第２項の認定を受けていない特別

土地保有税の納税義務者で同条第１項の承認を

受けていないものが同項の規定によって申告す

べき納税管理人について正当な理由がなくて申

告をしなかった場合には、その者に対し、10万

円以下の過料を科する。 

第133条 前条第２項の認定を受けていない特別

土地保有税の納税義務者で同条第１項の承認を

受けていないものが同項の規定によって申告す

べき納税管理人について正当な理由がなくて申

告をしなかった場合には、その者に対し、３万

円以下の過料を科する。 

 （特別土地保有税に係る不申告に関する過料）  

第139条の２ 特別土地保有税の納税義務者が正

当な事由がなくて前条第１項の規定による申告

書を同項に規定する申告書の提出期限までに提

出しなかった場合においては、その者に対し、

10万円以下の過料を科する。 

 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定め

る。 

 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する

納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の

日から10日以内とする。 

 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第139条の３ (略） 第139条の２ (略) 

（入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義

務違反等に関する罪） 

（入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義

務違反等に関する罪） 

第149条 前条第１項の規定によって、帳簿に記載

すべき事項について正当な事由がなくて記載を

せず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条

第149条 前条第１項の規定によって、帳簿に記載

すべき事項について正当な理由がなくて記載を

せず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条



第２項の規定によって保存すべき帳簿を１年間

保存しなかった場合においては、その者に対し、

10万円以下の罰金刑を科する。 

第２項の規定によって保存すべき帳簿を１年間

保存しなかった場合においては、その者に対し、

３万円以下の罰金刑を科する。 

附 則 附 則 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の

課税の特例） 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の

課税の特例） 

第８条 昭和57年度から平成27年度までの各年度

分の個人の市民税に限り、法附則第６条第４項

に規定する場合において、第36条の２第１項の

規定による申告書（その提出期限後において市

民税の納税通知書が送達される時までに提出さ

れたもの及びその時までに提出された第36条の

３第１項の確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第

25条第１項に規定する事業所得の明細に関する

事項の記載があるとき（これらの申告書にその

記載がないことについてやむを得ない理由があ

ると市長が認めるときを含む。次項において同

じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得割

の額を免除する。 

第８条 昭和57年度から平成24年度までの各年度

分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者

が前年中に租税特別措置法第25条第１項各号に

掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用

牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛がすべ

て同項に規定する免税対象飼育牛（次項におい

て「免税対象飼育牛」という。）である場合（そ

の売却した肉用牛の頭数の合計が2,000頭以内

である場合に限る。）において、第36条の２第

１項の規定による申告書（その提出期限後にお

いて市民税の納税通知書が送達されるときまで

に提出されたもの及びその時までに提出された

第36条の３第１項の確定申告書を含む。次項に

おいて同じ。）にその肉用牛の売却に係る同法

第25条第１項に規定する事業所得の明細に関す

る事項の記載があるとき（これらの申告書にそ

の記載がないことについてやむを得ない理由が

あると市長が認めるときを含む。次項において

同じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得

割の額（前年の第33条第１項に規定する総所得

金額に係る市民税の所得割の額から、当該事業

所得がないものとして計算した場合における同

項の総所得金額に係る市民税の所得割の額を控

除した額とする。）を免除する。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第６条第５項に規定する場合におい

て、第36条の２第１項の規定による申告書に肉

用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第２項

第２号に規定する事業所得の明細に関する事項

の記載があるときは、その者の前年の総所得金

額に係る市民税の所得割の額は、第33条から第

34条の３まで、第34条の６から第34条の８まで、

附則第７条第１項、附則第７条の３第１項、附

則第７条の３の２第１項及び前条の規定にかか

わらず、法附則第６条第５項各号に掲げる金額

の合計額とすることができる。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措

置法第25条第１項各号に掲げる売却の方法によ

り当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、そ

の売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該

当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉

用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当

該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている

場合（その売却した肉用牛がすべて免税対象飼

育牛に該当しないものである場合を含む。）に

おいて、第36条の２第１項の規定による申告書

にその肉用牛の売却に係る同法第25条第２項第

２号に規定する事業所得の明細に関する事項の

記載があるときは、その者の前年の総所得金額

に係る市民税の所得割の額は、第33条から第34



条の３まで、第34条の６から第34条の８まで、

附則第７条第１項、附則第７条の３第１項、附

則第７条の３の２第１項及び前条の規定にかか

わらず、次に掲げる金額の合計額とすることが

できる。 

 (１) 租税特別措置法第25条第２項第１号に規

定する売却価額の合計額に100分の0.9を乗じ

て計算した金額 

 (２) 租税特別措置法第25条第２項第２号に規

定する事業所得の金額がないものとみなして

計算した場合における前年の総所得金額につ

き、第33条から第34条の３まで、第34条の６

から第34条の８まで、附則第７条第１項、附

則第７条の３第１項、附則第７条の３の２第

１項及び前条の規定により計算した所得割の

額に相当する金額 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第10条の２ 第10条の２ 

５ 法附則第15条の８第４項の貸家住宅につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月31日までに次

に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の

安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）

第７条第１項の登録を受けた旨を証する書類及

び当該貸家住宅の建設に要する費用について令

附則第12条第21項第２号に規定する補助を受け

ている旨を証する書類を添付した申告書を市長

に提出しなければならない。 

５ 法附則第15条の８第４項の貸家住宅につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月31日までに次

に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の

安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）

第31条の規定による認定を受けた旨を証する書

類及び当該貸家住宅の建設に要する費用につい

て令附則第12条第21項第２号に規定する補助を

受けている旨を証する書類を添付した申告書を

市長に提出しなければならない。 

  

（春日部市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 春日部市税条例の一部を改正する条例（平成２０年条例第２６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 (1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（個人の市民税に関する経過措置） （個人の市民税に関する経過措置） 

第２条  第２条  

７ 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年１

月１日から平成25年12月31日までの間に支払を

受けるべき新条例附則第16条の３第１項に規定

７ 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年１

月１日から平成23年12月31日までの間に支払を

受けるべき新条例附則第16条の３第１項に規定



する上場株式等の配当等を有する場合には、当

該上場株式等の配当等に係る配当所得について

は、同項前段の規定により、上場株式等に係る

課税配当所得の金額（同項前段に規定する上場

株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下

この項において同じ。）に対して課する市民税

の所得割の額は、同条第１項前段の規定にかか

わらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の

金額の100分の1.8に相当する額とする。 

する上場株式等の配当等を有する場合には、当

該上場株式等の配当等に係る配当所得について

は、同項前段の規定により、上場株式等に係る

課税配当所得の金額（同項前段に規定する上場

株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下

この項において同じ。）に対して課する市民税

の所得割の額は、同条第１項前段の規定にかか

わらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の

金額の100の1.8に相当する額とする。 

14 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年１

月１日から平成25年12月31日までの間に地方税

法等の一部を改正する法律（平成20年法律第21

号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭

和25年法律第226号）附則第35条の２の６第12項

に規定する上場株式等（以下この項において「上

場株式等」という。）の譲渡（新条例附則第19

条の２第２項に規定する譲渡をいう。）のうち

租税特別措置法第37条の12の２第２項各号に掲

げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上

場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び

雑所得（同法第32条第２項の規定に該当する譲

渡所得を除く。）については、新条例附則第19

条第１項の規定により同項に規定する株式等に

係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の

譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及

び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有

資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正

する政令（平成20年政令第152号）附則第７条第

10項に定めるところにより計算した金額（以下

この項において「上場株式等に係る譲渡所得等

の金額」という。）に対して課する市民税の所

得割の額は、新条例附則第19条第１項の規定に

かかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等

の金額（上場株式等に係る譲渡所得等の金額（次

項の規定により読み替えて適用される新条例附

則第19条第２項の規定により読み替えて適用さ

れる新条例第34条の２の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）をいう。）の100分の

1.8に相当する金額とする。 

14 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年１

月１日から平成23年12月31日までの間に地方税

法等の一部を改正する法律（平成20年法律第21

号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭

和25年法律第226号）附則第35条の２の６第12項

に規定する上場株式等（以下この項において「上

場株式等」という。）の譲渡（新条例附則第19

条の２第２項に規定する譲渡をいう。）のうち

租税特別措置法第37条の12の２第２項各号に掲

げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上

場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び

雑所得（同法第32条第２項の規定に該当する譲

渡所得を除く。）については、新条例附則第19

条第１項の規定により同項に規定する株式等に

係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の

譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及

び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有

資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正

する政令（平成20年政令第152号）附則第７条第

10項に定めるところにより計算した金額（以下

この項において「上場株式等に係る譲渡所得等

の金額」という。）に対して課する市民税の所

得割の額は、新条例附則第19条第１項の規定に

かかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等

の金額（上場株式等に係る譲渡所得等の金額（次

項の規定により読み替えて適用される新条例附

則第19条第２項の規定により読み替えて適用さ

れる新条例第34条の２の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）をいう。）の100分の

1.8に相当する金額とする。 

19 平成21年１月１日から平成25年12月31日まで

の期間内に新条例附則第20条の４第３項に規定

する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同

項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定

の適用については、同項中「100分の５」とある

のは「100分の３」と、「100分の３」とあるの

19 平成21年１月１日から平成23年12月31日まで

の期間内に新条例附則第20条の４第３項に規定

する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同

項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定

の適用については、同項中「100分の５」とある

のは「100分の３」と、「100分の３」とあるの



は「100分の1.8」とする。 は「100分の1.8」とする。 

  

第３条 春日部市税条例の一部を改正する条例（平成２２年条例第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 (1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

第１条  第１条  

(３) 附則第19条の３の改正規定及び次条第４

項の規定 平成27年１月１日 

(３) 附則第19条の３の改正規定及び次条第４

項の規定 平成25年１月１日 

（市民税に関する経過措置） （市民税に関する経過措置） 

第２条  第２条  

４ 新条例附則第19条の３の規定は、平成27年度

以後の年度分の個人の市民税について適用す

る。 

４ 新条例附則第19条の３の規定は、平成25年度

以後の年度分の個人の市民税について適用す

る。 

  

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号 

に定める日から施行する。 

(1) 第１条の部分中附則第１０条の２第５項の改正規定 平成２３年１０月２０日 

(2) 第１条の部分中第２６条第１項の改正規定（「３万円」を「１０万円」に改める部分

に限る。）、第３６条の４第１項の改正規定（「３万円」を「１０万円」に改める部分

に限る。）、第５３条の１０第１項の改正規定、第６５条第１項の改正規定（「３万円」

を「１０万円」に改める部分に限る。）、第７５条第１項及び第８８条第１項の改正規

定、第１００条の次に１条を加える改正規定、第１３３条第１項の改正規定、第１３９

条の２を第１３９条の３とし、第１３９条の次に１条を加える改正規定並びに第１４９

条第１項の改正規定（「３万円」を「１０万円」に改める部分に限る。）並びに附則第

４条の規定 平成２４年１月１日 

(3) 第１条の部分中附則第８条の改正規定及び次条の規定 平成２５年１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の部分による改正後の春日部市税条例（以下「新条例」という。）附則第８

条の規定は、平成２５年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、第１条の部分に

よる改正前の春日部市税条例（以下「旧条例」という。）附則第８条第１項に規定する免



税対象飼育牛に係る所得に係る平成２４年度分までの個人の市民税については、なお従前

の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成 

２３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２２年度分までの固定資産税に 

ついては、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１０条の２第５項の規定は、附則第１条第１号に定める日以後に新築され 

る同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成２４年度以後の年度分の固定資産税につ 

いて適用し、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）の施行の 

日から同号に定める日の前日までの間に新築された同号に掲げる規定による改正前の地方 

税法附則第１５条の８第４項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅について 

は、なお従前の例による。 

 （罰則に関する経過措置） 

第４条 この条例（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条におい

て同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとさ

れる市税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る市

税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

 


